
 

 

 

 

 

 

      第２回確定交渉（11/6）  

長時間労働是正の具体的方策や臨任の待遇改善を強く要求 
 高教組は 11月 6日、19確定交渉の第 2回交渉を行い

ました。交渉には高教組から鍛治委員長他 6人が、県教

委から上原教職員課長・本村人事管理監他 6人が参加し

ました。 

 削減する業務を例としてあげた文書を出すべ  

 きと求める 

 高教組は、長時間労働の是正について、教育長の「既

存のものを大胆に減らさないといけない」という発言を

改めて指摘し、削減する業務を例としてあげた文書を出

すべきと県教委に要求しました。県教委は「昨年度から

校長会全体会の中で業務削減についてのとりくみを協

議している。学校の特色や地域性があり、県教委として

これを一律に削減してほしいと言えないところもある」

とし、各学校でできるところをすすめるよう指示してい

ると説明しました。高教組は削減がすすんでいないこと

から、県教委として具体的に削減のひな形を示さないと

すすまないと指摘しました。県教委は「地域や保護者の

期待、学校のカリキュラムなどで一律は難しい。時間を

かけて校長会にも投げかけたり、やりとりをしながらす

すめていきたい」としました。高教組は一律ということ

ではなく、こういうのが削減できないかというリストみ

たいなものをつくって、周年行事や早朝補習、合宿はど

うなのか等いくつか例示して、各学校でこれはできる、

できないと判断してもらう。ただ全部できないになるな

ら削減はできないので、そしたらあとは何が削減できる

のか、そんな感じの業務削減をすすめるための文書をだ

すことを要求しました。（第 1 回交渉で、教育長がそう

いう文書が出せるかどうか検討してみたいと言ったこ

とも指摘しました。）県教委は、「校長会に、1年生の学

習合宿やセミナー合宿をやめた学校があることを示し、

こういうことはできないかということを常に投げかけ

ている」としました。高教組は、具体的な業務の削減を

投げかけていることをまとめて教えてもらえれば、現場

で県教委から校長にはこんな話があっているはずなの

で、組合員がいる職場には、校長と具体的な業務削減の

話をすすめることができる。しかし県教委と校長がどん

な話をしているのがわからなければ議論がすすまない

ので、県教委として、削減の対象としてこういうことを

考えているので、それは各学校で検討してもらうように

してほしいということがはっきりわかるリストみたい

な形で示す、そうしなければ具体的な業務削減のとりく

みが現場の教職員には伝わらないと迫りました。 

 教科書選定理由の簡略化を求める 

 高教組は業務の簡素化として教科書選定理由の簡略

化をとりあげ県教委を質しました。「毎年度同じ教科書

を使用しても昨年度と同じ理由ではだめだと言われる」

ことについて、県教委は「説明責任がある。毎年同じ教

科書でもそれなりの理由があるはず」と回答しました。

高教組は「同じ教科書を選ぶ時に、この教科書は良いと

思う理由はあまり変わらない、同じ理由を書かざるを得

ない、しかし同じはだめだと言われることに疑問をもつ

教員は多い」ことを指摘し改善を要求しました。 

 県教委：「（面談の趣旨）業務の平準化、その人 

 だけに偏っている業務を分担すること」 

 高教組は、100 時間を超えると校長面談があるので

100時間を超えないよう出退勤に入力している現状があ

ることを示しました。県教委は「面談の理由は、その人

の時間を減らすことが目的ではない。その人の実態を把

握して、長くいる原因を聞き取って、業務の平準化、そ

の人だけに偏っている業務を分担をすることを話して

もらうことを管理職に面談でお願いしている」と説明し

ました。高教組は、そのことを職員に校長から説明しな

いと、職場の中で業務の分担がすすまないと指摘し、県

教委はそこは大事な部分だという見解を示しました。 

 扶養手当の支給、「空白の 1日」の解消、給与 

 の上限撤廃を強く要求 

 臨時的任用教職員の待遇改善では扶養手当の支給、

「空白の 1日」の解消、給与の上限撤廃を強く要求しま

した。扶養手当については、教育長も「重い・喫緊の課

題」と認識していることと九州で長崎だけが支給してい

ないことを再度強く指摘しました。県教委は「厳しい財

政状況だが、検討を深めていく」と回答しました。空白

の 1日や上限撤廃については、総務省のマニュアルの中

で是正を要請されているので、全国の状況を見て県とし

ても検討していきたいとしました。 

  

今回の交渉で「重点要求署名」115 筆を追加提出しまし

た（累計 2078 筆）。第 3回交渉（11/13 予定）でも追加

提出します。引き続き、ご協力をお願いします 
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